
社会保険診療報酬支払
基金

社会保険診療報酬支払基
金法による同法第15条第
１項第６号に掲げる業務
として行う健康保険法第
205条の４第１項第２号、
船員保険法第153条の10
第１項第２号、私立学校
教職員共済法第47条の３
第１項第２号、国家公務
員共済組合法第114条の
２第１項第２号、国民健
康保険法第113条の３第
１項第１号、地方公務員
等共済組合法第144条の
33第１項第２号又は高齢
者の医療の確保に関する
法律第165条の２第１項
第１号の情報の収集又は
整理に関する事務

令和６年８月 67552 即時提供
８月 1470585 電気通信回線
９月 62461 即時提供
９月 1731778 電気通信回線
10月 64201 即時提供
10月 1891184 電気通信回線
11月 52452 即時提供
11月 1404870 電気通信回線
12月 50519 即時提供
12月 1272662 電気通信回線

令和７年１月 53840 即時提供
１月 1261846 電気通信回線
２月 43838 即時提供
２月 993269 電気通信回線
３月 55910 即時提供
３月 1652651 電気通信回線
４月 101026 即時提供
４月 3147285 電気通信回線
５月 65920 即時提供
５月 1944795 電気通信回線
６月 52476 即時提供
６月 1741398 電気通信回線
７月 58171 即時提供
７月 1791896 電気通信回線

国民年金基金連合会 国民年金法による同法第
137条の15第１項の規定
による年金である給付若
しくは一時金の支給又は
同条第２項第２号に掲げ
る業務として行う同法第
128条第５項の情報の収
集、整理若しくは分析に
関する事務

令和６年８月 4073 磁気媒体

９月 709716 磁気媒体

10月 2911 磁気媒体

11月 3774 磁気媒体

12月 3167 磁気媒体

令和７年１月 4977 磁気媒体
確定拠出年金法による同
法第66条第１項（同条第
２項において準用する場
合を含む。）の届出、同法
第67条第１項の個人型年
金加入者等に関する原簿
若しくは同条第２項の個
人型年金加入者等に関す
る帳簿の記録及び保存又
は同法第73条において準
用する同法第２章第５節
の年金である給付若しく
は一時金若しくは同法附
則第３条第２項の脱退一
時金の支給に関する事務

２月 4242 磁気媒体

３月 3670 磁気媒体

４月 5371 磁気媒体

５月 7769 磁気媒体

６月 32298 磁気媒体

７月 4764 磁気媒体

公的年金制度の健全性
及び信頼性の確保のた
めの厚生年金保険法等
の一部を改正する法律
附則第３条第13号に規
定する存続連合会

公的年金制度の健全性及
び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部
を改正する法律附則第40
条第１項第１号から第４
号まで、第２項第１号、
第２号若しくは第４号か
ら第６号まで若しくは第
３項第１号、第２号若し
くは第４号から第７号ま
でに掲げる業務として行
う年金である給付若しく
は一時金の支給又は同条
第６項の規定による同法
附則第５条第１項の規定
によりなおその効力を有
するものとされた同法第
１条の規定による改正前
の厚生年金保険法第130
条第５項の情報の収集、
整理若しくは分析、公的
年金制度の健全性及び信
頼性の確保のための厚生

令和６年８月 554 即時提供
８月 226278 電気通信回線
９月 548 即時提供
９月 373249 電気通信回線
10月 676 即時提供
10月 314749 電気通信回線
11月 57 即時提供
11月 497822 電気通信回線
12月 142 即時提供
12月 330801 電気通信回線

令和７年１月 31 即時提供
１月 422898 電気通信回線
２月 7 即時提供
２月 230352 電気通信回線
３月 9 即時提供

石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法によ
る年金である給付又は一
時金の支給に関する事務

令和６年10月 2905 電気通信回線

令和７年１月 2824 電気通信回線

３月 13 電気通信回線

４月 2750 電気通信回線

７月 2625 電気通信回線

３月 427108 電気通信回線

４月 31 即時提供

４月 191784 電気通信回線

５月 15 即時提供

５月 451271 電気通信回線

６月 7 即時提供

６月 275713 電気通信回線

７月 6 即時提供

７月 438718 電気通信回線

年金保険法等の一部を改
正する法律附則第40条第
７項の規定による同法附
則第38条第３項の規定に
より読み替えて適用する
同法第２条の規定による
改正後の確定給付企業年
金法第93条の情報の収
集、整理若しくは分析若
しくは公的年金制度の健
全性及び信頼性の確保の
ための厚生年金保険法等
の一部を改正する法律附
則第40条第８項の規定に
よる同法附則第38条第３
項の規定により読み替え
て適用する同法附則第
102条の規定による改正
後の確定拠出年金法第48
条の２の情報の収集、整
理若しくは分析に関する
事務
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